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特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

・
親
族
里
親
…
実
親
が
死
亡
、
行
方
不
明

な
ど
に
よ
り
、
祖
父
母
な
ど
の
親
族
が
子

ど
も
を
養
育
す
る
里
親

里
親
に
な
る
に
は

　
里
親
に
な
る
た
め
に
、
特
別
な
資
格
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
し
く
は
児
童
相

談
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
ふ
た
り
ぐ
ら
し
」

桜さ
く
ら

木ぎ

紫し

乃の　
著

「
蝶ち

ょ
う

の
ゆ
く
へ
」

葉は

室む
ろ

麟り
ん　
著

「
ハ
レ
ル
ヤ
」

保ほ

坂さ
か

和か
ず

志し　
著

「
日ひ

傘が
さ

を
差さ

す
女お

ん
な

」

伊い

集じ
ゅ
う

院い
ん

静し
ず
か　
著

「
歪ゆ

が

ん
だ
波は

紋も
ん

」

塩し
お

田た

武た
け

士し　
著

「
ス
ト
ロ
ン
グ
・
ス
タ
イ
ル
」行ゆ
き

成な
り

薫か
お
る　
著

■
児
童
書

「
ど
う
ぶ
つ
の
か
お
な
ら
べ
て
み
た
！
」

高た
か

岡お
か

昌ま
さ

江え

文　
か
し
わ
ら
あ
き
お
絵

「
お
れ
か
ら
も
う
ひ
と
り
の
ぼ
く
へ
」

相あ
い

川か
わ

郁い
く

恵え　
作　
佐さ

藤と
う

真ま

紀き

子こ　
絵

「
伊い

賀が

の
キ
ャ
ベ
丸ま

る

」

川か
わ

端ば
た

誠ま
こ
と　
作

「
行い

っ
た
り
来き

た
り
大お

お

通ど
お

り
」

五ご

味み

太た

郎ろ
う　
作

「
ぼ
く
の
島し

ま

に
よ
う
こ
そ
！
」

市い
ち

川か
わ

里さ
と

美み　
作

■
１１
月
の
上
映
会
の
日

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１１
日
㈰
・
２５
日
㈰　
午
後

２
時
～

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
４
日
㈰　

午
後
２
時
～
、

１８
日
㈰　
午
前
１１
時
～

▼
一
般
向
け
＝
１１
日
㈰
・
２３
日
㈷　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
１１
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　

毎
週
月
曜
日

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日
・
２３
日
㈷

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

草
加
市

市
制
６０
周
年
記
念　
草
加
ふ
さ
さ
ら
祭
り

腹
１１
月
３
日
㈷
・
４
日
㈰　
午
前
９
時
３０

分
～
午
後
４
時
３０
分

複
草
加
松
原
遊
歩
道
、
草
加
市
文
化
会
館
、

綾
瀬
川
左
岸
広
場
ほ
か

淵
よ
さ
こ
い
、
パ
レ
ー
ド
、
各
種
物
販
な

ど物
草
加
ふ
さ
さ
ら
祭
り
実
行
委
員
会
（
み

ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
内
）
☎
９２２
・
０
７

９
６

三
郷
市

M

み

さ

と

isato H

は

ろ

う

ぃ

ん

alloween F

ふ
ぇ
す

es 2018

腹
１０
月
１３
日
㈯　
午
前
１１
時
～
午
後
４
時

※
雨
天
中
止

複
に
お
ど
り
公
園
（
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ

ス
三
郷
中
央
駅
前
）
※
駐
車
場
は
あ
り
ま

せ
ん

淵
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
パ
レ
ー
ド
、
仮
装
コ
ン
テ

ス
ト
、
グ
ル
メ
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

沸
入
場
無
料

物
三
郷
中
央
に
ぎ
わ
い
創
出
実
行
委
員
会

事
務
局
（
ま
ち
づ
く
り
事
業
課
内
）
☎
９３０

・
７
７
４
６松

伏
町

ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
秋
の
花
ま
つ
り

腹
１０
月
２７
日
㈯　
午
前
１０
時
～
※
雨
天
の

場
合
、
２８
日
㈰
に
延
期

複
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園

淵
コ
ス
モ
ス
の
観
賞
、
ミ
ニ
新
幹
線
、
各

種
模
擬
店
、
地
元
団
体
に
よ
る
出
し
物
の

披
露
な
ど

物
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
９９１
・
１
２
１
１吉

川
市

第
９
回
お
あ
し
す
祭
り

腹
１０
月
２０
日
㈯　
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

複
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

淵
舞
台
発
表
、
作
品
展
示
、
体
験
講
座
、

軽
食
販
売
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
雨
天

中
止
）
な
ど

物
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す
☎
９８４
・

１
８
８
８

越
谷
市

市
制
６０
周
年
記
念　
第
４４
回
越
谷
市
民
ま

つ
り

腹
１０
月
２８
日
㈰　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

複
越
谷
市
役
所
周
辺

淵
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
、
各
種
模
擬
店
、

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど

物
越
谷
市
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
（
観
光

課
内
）
☎
９６７
・
１
３
２
５

里
親
と
は

　
家
庭
で
の
養
育
が
困
難
ま
た
は
受
け
ら

れ
な
く
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
、
自
分
の

家
庭
に
迎
え
入
れ
て
、
温
か
い
愛
情
と
正

し
い
理
解
を
も
っ
て
養
育
し
て
く
だ
さ
る

方
の
こ
と
で
す
。

里
親
の
種
類

・
養
育
里
親
…
家
族
と
暮
ら
せ
な
い
子
ど

も
を
一
定
期
間
自
分
の
家
庭
に
迎
え
入
れ

て
養
育
す
る
里
親

・
専
門
里
親
…
養
育
里
親
の
う
ち
、
虐
待

や
非
行
、
障
が
い
な
ど
に
よ
り
専
門
的
な

援
助
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
を
養
育
す
る

里
親

・
養
子
縁
組
を
希
望
す
る
里
親
…
養
子
縁

組
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
養
親
に
な
る
こ
と

を
希
望
す
る
里
親

里
親
登
録
ま
で
の
流
れ

▼
児
童
相
談
所
へ
相
談

　
ご
家
族
同
意
の
う
え
、
申
し
込
み

　
　
　
　
　
　
↓

▼
児
童
相
談
所
に
よ
る
家
庭
訪
問
調
査

▼
制
度
に
関
す
る
研
修
の
受
講

　
　
　
　
　
　
↓

▼
県
児
童
福
祉
審
議
会
で
審
議

　
　
　
　
　
　
↓

▼
認
定
・
里
親
名
簿
に
登
録

　
里
親
に
は
、
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る

期
間
中
、
養
育
費
と
し
て
、
里
親
手
当
、

生
活
費
、
学
校
教
材
費
、
医
療
費
な
ど
が
、

公
費
で
支
給
さ
れ
ま
す
（
養
子
縁
組
を
し

た
養
親
に
は
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　
多
く
の
方
に
里
親
に
な
っ
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
里
親
制
度
に
ご
理
解
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

物
子
育
て
支
援
課
（
☎
焚
４
４
４
）、
越

谷
児
童
相
談
所
草
加
支
所
☎
９２０
・
４
１
５

２

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

里
親
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

質問

　別れた交際相手から、復縁を迫られたり、待ち伏せや無言電話を
されています。止めてもらうにはどうしたらよいでしょうか。
回答

１．質問にある行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律（以
下「ストーカー規制法」）の規制対象行為にあたると思われるので、
証拠を集めて警察署に被害の相談をすることをお勧めします。
２．ストーカー規制法は、「恋愛感情その他の好意の感情」または
好意を受け入れられなかったことに対する「怨

えん

恨
こん

の感情」を満たす
目的で行われる嫌がらせを規制しています。
　ここでいう嫌がらせとは、待ち伏せをする、監視していると告げ
る、執

しつ

拗
よう

な面会や交際の要求をする、乱暴な言動をする、無言電話
や連続して電話・メールをする、ＳＮＳ上で執拗に書き込みを行う、
中傷するなどの行為です。
　ストーカー規制法は、この嫌がらせを「つきまとい等」とし、「つ
きまとい等」を反復して行う行為を「ストーカー行為」と定義して
います。
３．ストーカー規制法は、「つきまとい等」をした加害者に対して、
これ以上してはならないと「警告」や「禁止命令」などを行うこと
ができると定めています（平成２８年のストーカー規制法改正で、警
告を経ずに禁止命令をすることができるようになりました。）。そし
て、「つきまとい等」をして「禁止命令」を受けたにもかかわらず
これに違反した者や、「ストーカー行為」をした者は、懲役または
罰金の刑に処せられます。
４．上記加害者の行為に対する規制の他に、被害者は、警察本部長
などから援助を受けることができます。例えば、被害者は、被害防
止の段取りや加害者の連絡先を教えてもらえたり、被害を防止する
ため加害者と交渉する際に警察署を利用できたり、被害の防止に役
立つ物品の紹介や貸与を受けるなどの援助を受けることができます。
また、加害者に対して禁止命令などが実施された場合、これを明ら
かにする書面の交付を受けることができます。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　太田（弁護士）

特定健診は11月30日までです!

物国保年金課☎焚８２５

ストーカー

　今年度の特定健診の受診期間も、残りわずかです。

　受診券がお手元にない方は、再発行しますので、国保年金課ま
でご連絡ください。
　医療機関によっては、期間中でも今年度の受付が終了してしま
う場合がありますので、事前に確認のうえ、余裕を持って受診し
ましょう。

受診の際に必要なもの
・国民健康保険証
・受診券
・問診票
・自己負担金（５００円）
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